
自動車等と自転車等の安全な間隔
改正道路交通法の新ルール

車道における自動車等※１と自転車等※２の接触事故を防止するため、自動車等が自転車等の側方を通過する
際のそれぞれの通行方法について明確化し、令和８年４月１日に施行！
警察庁から示された具体的な通行方法の目安は下記のとおりです。

自動車等が自転車等の右側を通過する際、十分
な間隔がないときは、その間隔に応じた安全な
速度で進行しなければなりません。

時
速20～30キロメートル

以下に

１メートルの間隔が確保できない場合は、
時速20kmから30km程度まで減速しましょう！

対象となる場所と状況
路側帯を通行中の自転車も対象。
歩道や自転車道を通行中の自転車は
対象外です。路側帯

「十分な間隔」と
「間隔に応じた

安全な速度」

少なくとも１メートル程度の間隔
自動車等が自転車等の右側を通過するときは、
安全のためできる限り間隔を空けましょう！

１
メートル
以上

理想的な通行方法：十分な間隔

十分な間隔が確保できない場合
：安全な速度
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（※１）自動車、一般原動機付自転車及びトロリーバス （※２）軽車両（自転車を含む）及び特定小型原動機付自転車

具体的な走行状況、道路状況や
交通状況により「十分な間隔」等
の定義は異なるため、常に安全を
優先しましょう！

自転車等は、できる限り
道路の左側端に寄って

通行やね！


